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有限会社　キョーカン 0774-28-6900

近畿電電輸送　株式会社 072-823-8578

株式会社　クリンテック 075-931-1980

株式会社　黒川工業 0774-23-8018

株式会社　城南開発興業 0774-55-3980

高井商店 株式会社 0774-94-3554

株式会社　タカノ 075-921-8120

〇〇 〇 〇

会社名・住所・電話番号

産業廃棄物処理業許可取得状況一覧　【行政：京都府　許可内容：収集運搬業（特管産廃）　地域：山城】

品目

❶
　
廃
油

❷
　
廃
酸

❸
　
廃
ア
ル
カ
リ

➍
　
感
染
性
産
業
廃
棄
物

特定有害産業廃棄物

➎
　
廃
Ｐ
Ｃ
Ｂ
等

❻
　
Ｐ
Ｃ
Ｂ
汚
染
物

➐
　
Ｐ
Ｃ
Ｂ
処
理
物

➑
　
廃
水
銀
等

❿
　
鉱
さ
い

積替保管

有無 所在地

有害金属等を含む
産業廃棄物

❾
　
廃
石
綿
等

会社情報
許可情報

◎：積替保管含む　　〇：積替保管含まない

備考

×
宇治市白川川上り谷81番地の12

〇 〇

×
・❷（水素イオン濃度指数2.0以下のもので廃バッテリーに含まれる廃硫酸に
限り、自動車用廃バッテリーに含まれるもの及び特定有害産業廃棄物であるも
のを除く。）大阪府寝屋川市讃良西町6-23

〇

× ・❶（揮発油類、灯油類及び軽油類に限り、特定有害産業廃棄物であるものを
除く。）久世郡久御山町市田新珠城34

〇

×

・中間処理（事前に山城北保健所に届出のあった設置場所の敷地内）の許可有
り
・❶⓭（揮発油類、灯油類及び軽油類又は有害物質⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲若し
くは㉓を含むことのみにより有害なものに限る。）
・❷⓮（水素イオン濃度指数2.0以下のもの又は有害物質③④⑤⑥⑦⑩⑪⑫⑬
⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓若しくは㉔を含むことのみにより有害なものに限る。）
・❸⓯（水素イオン濃度指数12.5以上のもの又は有害物質③④⑤⑥⑦⑧⑩⑪⑫
⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓若しくは㉔含むことのみにより有害なものに限
る。。）
・⓫（有害物質②③④⑤⑥⑦⑧⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔を含むことの
みにより有害なものに限る。）

城陽市寺田丁子口8番地1
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇〇 〇 〇

〇×

〇

相楽郡精華町下狛小字大路23-21

×

・❶⓭（揮発油類、灯油類及び軽油類又は有害物質⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲㉓を
含むことのみにより有害なものに限る。）
・❷⓮（水素イオン濃度指数2.0以下のもの又は有害物質⑤⑩⑪を含むことの
みにより有害なものに限る。）
・❸⓯（水素イオン濃度指数12.5以上のもの又は有害物質⑤⑩⑪を含むことの
みにより有害なものに限る。）
・⓫（有害物質⑤⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓を含むことにより有害なもの
に限る。）

向日市上植野町南淀井17番地
〇 〇 〇

・中間処理（事前に山城北保健所に届出のあった設置場所の敷地内）の許可有
り
・❶⓭（揮発油類、灯油類及び軽油類又は有害物質⑩若しくは⑪を含むことに
より有害なものに限る。）
・❷⓮（水素イオン濃度指数2.0以下のもの又は有害物質②③④⑤⑥⑦⑧⑩⑪
⑫㉓若しくは㉔を含むことにより有害なものに限る。）
・❸⓯（水素イオン濃度指数12.5以上のもの又は有害物質③④⑥⑧⑫㉓若しく
は㉔を含むことにより有害なものに限る。）
・⓫（有害物質③④⑥⑦⑧⑫㉓㉔㉖を含むことにより有害なものに限る。）

京都市南区久世上久世町500番地
〇 〇 〇 〇× 〇 〇 〇
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会社名・住所・電話番号

産業廃棄物処理業許可取得状況一覧　【行政：京都府　許可内容：収集運搬業（特管産廃）　地域：山城】

品目

❶
　
廃
油

❷
　
廃
酸

❸
　
廃
ア
ル
カ
リ

➍
　
感
染
性
産
業
廃
棄
物

特定有害産業廃棄物

➎
　
廃
Ｐ
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等

❻
　
Ｐ
Ｃ
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汚
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物

➐
　
Ｐ
Ｃ
Ｂ
処
理
物

➑
　
廃
水
銀
等

❿
　
鉱
さ
い

積替保管

有無 所在地

有害金属等を含む
産業廃棄物

❾
　
廃
石
綿
等

会社情報
許可情報

◎：積替保管含む　　〇：積替保管含まない

備考

有限会社　長岡美装社 075-953-7903

株式会社　藤元商事 075-957-2555

双巳産業　株式会社 0774-65-4456

ホームケルン株式会社 0774-44-1400

三重中央開発　株式会社 0774-76-6623

〇〇

〇 〇

〇

〇 〇

〇 〇 〇 〇

〇

〇〇〇

長岡京市長岡1丁目34番25号
〇 〇×

・❶⓭（揮発油類、灯油類及び軽油類又は有害物質⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲㉓又
は㉕を含むことにより有害なものに限る。）
・❷⓮（水素イオン濃度指数2.0以下のもの又は有害物質②③④⑤⑥⑦⑧⑩⑪
⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔又は㉕を含むことにより有害なものに限る。）
・❸⓯（水素イオン濃度指数12.5以上のもの又は有害物質②③④⑤⑥⑦⑧⑩⑪
⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔又は㉕を含むことにより有害なものに限る。）
・⓫（有害物質⑤⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓又は㉕を含むことにより有害
なものに限る。）

〇 〇 〇 〇

×

・❶⓭（揮発油類、灯油類及び軽油類又は有害物質⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲㉓を
含むことのみにより有害なものに限る。）
・❷⓮（水素イオン濃度指数2.0以下のもの又は有害物質②③④⑤⑥⑦⑧⑩⑪
⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔を含むことにより有害なものに限る。）
・⓫（有害物質②③④⑤⑥⑦⑧⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔を含むことに
より有害なものに限る。）

長岡京市一文橋2丁目32-3

×

・❷⓮（水素イオン濃度指数2.0以下のもの又は有害物質③④⑥⑦⑭若しくは
㉔を含むことにより有害なものに限る。）
・❸⓯（水素イオン濃度指数12.5以上のもの又は有害物質③④⑥⑦若しくは㉔
を含むことにより有害なものに限る。）
・⓫（有害物質⑭を含むことにより有害なものに限る。）

京田辺市大住池島21番15

〇 〇 〇〇

・❶（揮発油類、灯油類及び軽油類又はに限り、特定有害産業廃棄物であるも
のを除く。）
・❷（水素イオン濃度指数2.0以下のものに限り、特定有害産業廃棄物である
ものを除く。）
・❸（水素イオン濃度指数12.5以上のものに限り、特定有害産業廃棄物である
ものを除く。）

宇治市伊勢田町名木3丁目1番地の57
× 〇 〇 〇 〇

×

・❶（揮発油類、灯油類及び軽油類又は有害物質⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲㉓若し
くは㉕を含むことにより有害なものに限る。）
・❷⓮（水素イオン濃度指数2.0以下のもの又は有害物質②③④⑤⑥⑦⑩⑪⑫
⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕若しくは㉖を含むことにより有害なものに限
る。）
・❸⓯（水素イオン濃度指数12.5以上のもの又は有害物質②③④⑤⑥⑦⑩⑪⑫
⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕若しくは㉖を含むことにより有害なものに限
る。）
・⓫（有害物質②③④⑤⑥⑦⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕若しくは㉖を
含むことにより有害なものに限る。）
・⓬（有害物質②③④⑥⑦又は㉔を含むことにより有害なものに限る。）
・⓰（有害物質③④⑥⑦㉔又は㉖を含むことにより有害なものに限る。）
・⓱（有害物質②③④⑥⑦㉔㉕又は㉖を含むことのみにより有害なものに限
る。）

木津川市加茂町大畑背谷38-1
〇 〇 〇〇〇〇〇
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会社名・住所・電話番号

産業廃棄物処理業許可取得状況一覧　【行政：京都府　許可内容：収集運搬業（特管産廃）　地域：山城】

品目

❶
　
廃
油

❷
　
廃
酸

❸
　
廃
ア
ル
カ
リ

➍
　
感
染
性
産
業
廃
棄
物

特定有害産業廃棄物

➎
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❻
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物

➐
　
Ｐ
Ｃ
Ｂ
処
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物

➑
　
廃
水
銀
等

❿
　
鉱
さ
い

積替保管

有無 所在地

有害金属等を含む
産業廃棄物

❾
　
廃
石
綿
等

会社情報
許可情報

◎：積替保管含む　　〇：積替保管含まない

備考

安田産業　株式会社 075-604-5353

有限会社　ヤマシタ 075-661-2168

■備考欄　有害物質の種類

①アルキル水銀化合物　②水銀又はその化合物　③カドミウム又はその化合物　④鉛又はその化合物　⑤有機燐化合物　⑥六価クロム化合物　⑦砒素又はその化合物　⑧シアン化合物　⑨ＰＣＢ
⑩トリクロロエチレン　⑪テトラクロロエチレン　⑫ジクロロメタン　⑬四塩化炭素　⑭1,2-ジクロロエタン　⑮1,1-ジクロロエチレン　⑯シス-1,2-ジクロロエチレン　⑰1,1,1-トリクロロエタン
⑱1,1,2-トリクロロエタン　⑲1,3-ジクロロプロペン　⑳チウラム　㉑シマジン　㉒チオベンカルブ　㉓ベンゼン　㉔セレン又はその化合物　㉕1,4-ジオキサン　㉖ダイオキシン類

〇 〇〇 〇 〇 〇

〇 〇

×

・久御山町に普通産廃の収集運搬積替保管施設有り
・❶⓭（揮発油類、灯油類及び軽油類に限り、特定有害産業廃棄物であるもの
を除く。）
・❷⓮（水素イオン濃度指数2.0以下のもの又は有害物質②③④⑤⑥⑦⑩⑪⑫
⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓若しくは㉔を含むことのみにより有害なものに限
る。）
・❸⓯（水素イオン濃度指数12.5以上のもの又は有害物質②③④⑤⑥⑦⑩⑪⑫
⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓若しくは㉔を含むことのみにより有害なものに限
る。）
・⓫（有害物質③④⑤⑥⑦⑧⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓若しくは㉔を含む
ことにより有害なものに限る。）
・⓬（有害物質④を含むことにより有害なものに限る。）
・⓰（有害物質③④⑥⑦若しくは㉔を含むことにより有害なものに限る。）
・⓱（有害物質③④⑥⑦若しくは㉔を含むことのみにより有害なものに限
る。）

京都市伏見区南寝小屋町91番地
〇 〇 〇 〇

×
・❷（自動車用廃バッテリーを除き、水素イオン濃度指数2.0以下のものに限
る。）
・❸（廃アルカリ蓄電池に係るもので、水素イオン濃度指数12.5以上のものに
限る。）

長岡京市長法寺山ノ下2
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